
寄 付

善  意  銀  行
令和8年度配分計画

生活困窮者

支援

保土ケ谷区社会福祉協議会の窓口で、寄付のご相談をお受けします 

寄付の受付は右記の３通りです ○金銭の寄付 ○物品の寄付
○食品の寄付

子育ち

支援

団体活動

支援

領収書又は物品受領書を発行いたします 

金銭の寄付については、所得税法上の寄付控除が受けられます

あなた
の善意をお預けくださいあなた
の善意をお預けください

寄付のながれ

Q＆A

詳細および寄付の
手続きはこちら⇓

Q.食品や物品はどのようなものが寄付できますか？

A.未開封で賞味期限が2か月以上先の食品（お米、レトルト食品など）

や、未使用の文房具や日用品などが寄付いただけます。

Q.寄付方法と、寄付できる最低金額について教えてください。

A.寄付額に決まりはなく、ご自身でお決めいただけます。寄付方法は、窓口への

持参、銀行振込、または「つながる募金」をご利用いただけます。

※銀行振込をご利用の際は、事前のご連絡をお願いいたします。

スマホからでも簡単に寄付

できるようになりました！



令和７年度 寄付報告
たく
さんの

ご寄付をありがとうございますたくさ
んのご寄付を

ありがとうございます

保土ケ谷区川辺町5－11 かるがも3階

こども食堂を利用する
子どものべ
の参加を支援！

子育ち支援

社会福祉法人
横浜市保土ケ谷区社会福祉協議会

〈お問合せ先〉

T E L：045－341－9876
MAIL：h@shakyohodogaya.jp

団体活動支援

生活困窮者支援

区内在住の障がい当事者
及び障害者施設利用者
のべ の外出
機会を支援！

区内在住の生活困窮者へ
約 の食料
品等を支援！

4145人

335人

1820食分

なかなか友達と一緒に夕
食が食べれないので、と
ても楽しい時間でした！

（食堂利用の小学生より）

（ヘアカットの様子）

（楽絵ん際の様子）

（障がい当事者の家族より）

思いやりのご寄付をいただき、
それが外出する機会となり、心温まる
パワーを蓄えることが出来ました。
閉じこもらず、いろんな方達と接して
笑顔がよく出ました。
ありがとうございました。

（こども食堂の様子）

〒240ー0001 

（10食分）

区民の方より200kgほどの
お米もご寄付いただき、
大切に活用させていただ
きました！
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